
議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

11月30日 総文委付託
12月14日 原 案 可 決
〃 〃
〃 〃

11月30日 厚消委付託
12月14日 原 案 可 決
〃 〃
〃 閉　継　審
〃 経建委付託
〃 原 案 可 決

11月30日 総文委付託
12月14日 原 案 可 決

11月30日 原 案 可 決

意見案第１３号

意見案第１２号

議案第１３号

議案第１１号

〃 〃

11月30日 原 案 可 決

平成２３年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 〃 〃

〃

〃議案第１０号市道の認定について

原 案 可 決

平成２３年　恵庭市議会第４回定例会議決結果表

議案第７号 恵庭市道路占用料徴収条例の一部改正について

平成２３年１１月３０日開会

平成２３年１２月１４日閉会

議案第６号

意見案第１５号

意見案第１４号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書

〃 〃

〃

〃

国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続を求める意見
書

「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書

恵庭市黄金ふれあいセンター条例の制定について

議案第１６号

平成２３年度恵庭市墓園事業特別会計補正予算（第１号）

公の施設の指定管理者の指定について（恵浄殿及び恵庭墓園）

議案第１２号平成２３年度恵庭市一般会計補正予算（第７号）

議案第１４号

恵庭市手数料徴収条例の一部改正について 11月30日

〃

議案第５号 恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

議案第９号

議案第８号 恵庭市営住宅管理条例の一部改正について

〃

権利の放棄について

〃

議案第１７号 〃

平成２３年度恵庭市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 〃

平成２３年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）

〃

議案第１５号 〃平成２３年度恵庭市一般会計補正予算（第８号） 12月14日

〃

議案第１号 恵庭市職員の給与に関する条例及び恵庭市職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例の一部改正について 11月30日

議案第２号 恵庭市税条例及び恵庭市税条例の一部を改正する条例の一部改
正について

〃

議案第３号 恵庭市都市計画税条例の一部改正について

議案第４号 原 案 可 決

意見案第１６号

円高から中小企業を守る対策を求める意見書 〃〃

視覚障がい者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ放送
を求める意見書 〃 〃



議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

11月30日 厚消委付託

12月14日 不　採　択

〃 〃
〃 不　採　択
〃 〃
〃 不　採　択
〃 〃
〃 不　採　択
〃 〃
〃 不　採　択
〃 〃
〃 閉　継　審

その他会議に
付した事件

陳情第１２号 後期高齢者医療制度の保険料引き上げを行わないことを求める意見書の提出に関する陳情書

陳情第１０号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める陳情書

陳情第１１号 後期高齢者の健康診査受診料の無料化を求める陳情書

陳情第８号

陳情第９号

「看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医
療・介護、地域医療の拡充を求める」意見書の採択をもとめる
陳情書

「介護職員処遇改善交付金の継続を求める意見書」採択に関す
る陳情書

陳情第１３号 子どもの医療費助成の拡大を求める陳情書

閉会中の各常任委員会・議会運営委員会所管事務調査について 12月14日 承　　 　認



国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続を求める意見書 
 

（原案可決） 
安心社会を構築するため、医療や介護の充実、子育て支援の強化などに対する各種基金制
度が設けられ、地方自治体における迅速かつ柔軟な取り組みに対して支援が行われてきまし
た。しかし、こうした基金事業の多くが今年度限りで終了します。 
特に、下記に掲げる基金については、多くの関係者から事業継続を求める声が上がってお
ります。国民生活の安心と向上を図る上からも、こうした基金および基金事業を継続するよ
う、政府に強く求めます。 

 
記 

 
１．子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金 
地方自治体における子宮頸がん予防ワクチン、Ｈｉｂワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン
の接種事業を財政支援する基金であり、ワクチン接種について予防接種法の対象疾病に位置
づける法改正が実現するまで継続すべきである。 

 
２．安心子ども基金、および妊婦健康診査支援基金 
保育所や放課後児童クラブなどの整備を後押しする安心子ども基金、および妊婦健診の負
担軽減を図る妊婦健診支援基金について政府は、新たに創設する子ども・子育て新システム
の中で対応するとしているが、具体的な中身が明らかになっておらず、当面は基金事業によ
る対応が現実的であり、継続すべきである。 

 
３．介護職員処遇改善等臨時特例基金 
介護職員の賃金引き上げなどを行うための基金として創設し、今年度末まで予算措置され
ているが、来年度以降の対応は、引き続き基金事業によるのか介護報酬によるのか、方向性
がまだ見えていない。介護職員の処遇改善は極めて重要な課題であり、介護報酬で手当でき
ない場合は、既存の基金を積み増しし、着実に賃金引き上げなどに充てられるよう措置すべ
きである。 

 
４．障害者自立支援対策臨時特例基金 
障害者自立支援法の施行に伴う事業者の経過的な支援を行うため、平成１８年度から２０
年度までの特別対策として実施し、その後、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、今年
度末まで延長されている。来年度以降も、新体系移行後の事業所支援やグループホーム等の
設置補助などが必要であり、基金継続によって柔軟な支援をすべきである。 

 
５．地域自殺者対策緊急強化基金 
地域における自殺対策の強化を図るための基金として、電話相談窓口の充実など地方自治
体における具体的な取り組みに活用されており、こうした取り組みを切れ目なく支援するた
め、継続かつ基金の積み増しが必要である。 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 
平成２３年１２月１４日 

北海道恵庭市議会 
 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、 
文部科学大臣、厚生労働大臣 宛各通 



「混合型血管奇形」の難病指定を求める意見書 
 

 
 

（原案可決） 
「混合型血管奇形」は、静脈・動脈・毛細血管・リンパ管のうち複数の血管の先天性形成
不全を言い、体から手足にかけて大小の腫瘍やあざのような症状があらわれる病気でありま
す。血管の形成が不完全なことから患部は外傷により大量出血を起こすおそれや、患部がウ
ィルス等の細菌に感染すると、患部全体に広がり生命の危機にさらされるおそれもあり、日
常生活が著しく制限されることにもなります。 
さらに、患部では血管が異常に成長し、その部分が栄養過剰となることから、成長にとも
なって下肢長差、背骨の変形異常などといった症状があらわれてきます。 
この病気の専門家は国内でも極めて少なく、医師や難病対策にかかわっている専門家の間
でも認知度は低く、病気の原因が明らかでないために治療方法の未確立はもとより、難病指
定にされていないために医療費支援を受けられず、患者や家族にとって精神的、経済的な負
担は非常に大きいものとなっています。 
よって、政府においては「混合型血管奇形」を難病指定することにより、早期に原因の解
明や治療方法の研究・確立を図るとともに、患者が安心して治療を受けられる支援を行うよ
う強く求めます。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 
平成２３年１２月１４日 
 
 

北海道恵庭市議会 
 
 
 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 
厚生労働大臣 宛各通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書 
 

 
 

（原案可決） 
衆議院や参議院、政府機関を狙ったサイバー攻撃が明らかになり、サイバー攻撃に対する
国民の不安はこれまでになく高まっています。 
わが国の重要な情報がサイバー攻撃で海外に流出することは、国益に大きな影響があり、
政府が一体となってサイバー攻撃・情報保全対策を構築することが求められています。 
特に現在、不定期開催となっている情報セキュリティ政策会議を定期開催することや、情
報保全の危機分析、内外情勢分析、諸外国の政策動向等を定期的に国会に報告することで、
わが国の情報保全対策に対する決意を内外に示すこととなります。 
よって、政府及び国会におかれては下記の事項について積極的に実現を図り、サイバー攻
撃に対する国民の安心・安全を守るよう強く求めます。 

 
記 

 
１．国家としての安全保障の観点から、情報保全の基本戦略を早急に構築すること。 
２．防衛省はわが国の防衛調達に関する情報管理、保秘体制を強化すること。 
３．政府は重要な社会基盤に対するサイバー攻撃の可能性を評価・検証し、地方自治体に対
するサイバー攻撃対策についても、早急に戦略を構築すること。 

４．民間の優れた人材の技術を活用し、官民一体となった情報保全対策を構築すること。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 
平成２３年１２月１４日 
 

 
北海道恵庭市議会 

 
 
 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、 
経済産業大臣、防衛大臣、内閣官房長官、国家公安委員長 宛各通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



円高から中小企業を守る対策を求める意見書 
 

 
 

（原案可決） 
欧州経済の混乱や米国経済の低迷などを原因として、かつてないほどの円高になっていま
す。現下の円高による経済情勢は、震災に続く新たな試練とも言える異常事態であり、政府
が総力を挙げて取り組むべき喫緊の課題といえます。 
このまま円高を放置すると、我が国の製造業等に深刻な影響を与え、企業の国際競争力の
低下から、特に中小企業の経営悪化や雇用の喪失、さらには国内産業の空洞化が予測されま
す。 
政府は１０月、円高対策を閣議決定し、１１月に成立した第３次補正予算には資金繰り支
援などの中小企業支援対策を盛り込みましたが、円高が長期化する懸念がある中、中小企業
の損失を最小限にするためにも、さらなる具体策を実施するべきです。 
円高から中小企業を守る対策として、政府に対し以下の項目を迅速かつ適切に講じるよう
強く求めます。 

記 
 
１．雇用対策及び地域雇用の創出策として、「緊急雇用創出事業臨時特例基金」、「ふるさと雇
用再生基金」、「重点分野雇用創造事業基金」を積み増し、事業を延長すること。 

 
２．負担転嫁やダンピング防止など、下請けいじめの監視・防止策を強化すること。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 
平成２３年１２月１４日 
 

 
北海道恵庭市議会 

 
 

 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、 
財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 宛各通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



視覚障がい者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビ放送を求める意見書 
 
 

（原案可決） 
 障がい者の平等な暮らしと社会参加の推進は、我が国において社会と地域の大きな課題と
なっています。情報の８割以上が視覚情報である現代社会において、視覚障がい者が安心し
て生活するためには情報格差をこれ以上広げない対策が求められます。 
ＦＭ放送とテレビのアナログ放送はともにＶＨＦ帯の電波を使うため、多くの視覚障がい
者が、値段が安く１台で両方聴けるＦＭラジオでテレビを楽しんできました。しかし本年７
月、地上波テレビはデジタル放送へと完全移行（被災３県を除く）したことにより、テレビ
の音声をＦＭラジオから聞くことができなくなってしまいました。多機能化に伴ってテレビ
の操作はこれまでより複雑になっていますが、リモコンなどの操作情報の音声化の開発など
はメーカー任せでなかなか進んでいません。また、テレビ情報の平等な入手に欠かせない解
説放送を増やす具体的な施策もない上、ＦＭラジオによるテレビ放送受信の道も絶たれてし
まい、このままでは視覚障がい者からテレビが遠ざけられてしまいます。「平成１８年身体障
害児・者実態調査結果」によれば、情報の入手方法の第１位がテレビ（一般放送）であり、
視覚障がい者の６６%を占めています。テレビは欠かせないメディアであり、災害時におい
てもテレビ情報は視覚障がい者にとっても不可欠です。 
また、ＦＭラジオで聞くことができるテレビ放送は、視覚障がい者だけでなく、テレビが
見られない中で作業を行う様々な職種の方々にもニーズがあり、こういった方々にとっても
欠かせないものでありました。 
よって、国におかれては、下記事項を速やかに実施されますよう強く要望します。 

 
記 

 
１．携帯用ラジオに、テレビの地上デジタル放送の受信機能を付加し、従来通りテレビ放送
が聴けるようにすること。 

２．受信機や録画機のリモコンの全ての機能が、音声ガイドを手がかりに操作できるテレビ
の開発を推進する施策を講じるなど、視覚障がい者の使いやすさを最大限考慮すること。 
３．解説放送、ニュースなどのテロップ・字幕の読み上げを大幅に増やし、テレビ放送にお
ける情報バリアをなくすこと。 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 
平成２３年１２月１４日 

 
北海道恵庭市議会 

 
 
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、 
文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 宛各通 


	第４回定例会 (作成中)

